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特集　全国縦断仕事おこしシンポ

　2 0 0 3 年 4 月 1 9 日、北海道大学学術交流会館で『「まちづくり・仕事おこし」
を考える市民の集い i n 北海道』が開催されました。第 1 部の基調講演と前・後
半のシンポジウムリレートークの内容をご報告します。（編集部）

【主催】　「まちづくり・仕事おこしを考える市民の集い in 北海道」実行委員会

【主催構成団体】　北海道ＮＰＯサポートセンター、ＮＰＯ推進道南会議、北海道ワーカーズコ
レクティブ連絡協議会、北海道労働者協同組合、生活協同組合北海道高齢協、労働者協同組合
道南ネット、ワーカーズコープ札幌、協同総合研究所
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　　　　　ILOI L OI L OI L OI L O の仕事～人権と開発援助の仕事～人権と開発援助の仕事～人権と開発援助の仕事～人権と開発援助の仕事～人権と開発援助

　ただいまご紹介いただきました堀内です。
　ILO（国際労働機関）とは、「仕事」を通じ
て世界で活動している国際機関です。単に仕
事があるというだけではなく「人間らしい仕
事」というものを世界に広める活動をしてお
りますので、当然ながらILOは働く人々の権
利、すなわち人々の人権を基礎に据えた人権

団体でもあり、仕事を基礎に据えた人間開発
を推し進めている開発援助機関でもありま
す。
　ILOは、ややもしますと先進国では人権機
関というイメージを非常に強く持たれていま
す。現在、ILOでは184の国際条約がござい
まして、それを各国で批准していただいてい
るのですが、各国がその批准した条約に従っ
た施策を行わず、具体的な実施状況が整って
いないということになりますと、労働組合を
通じてILOに訴えることができます。その訴
えが来ますと、条約を批准している責任者は
政府ですので、報告書を出していただくとい
うことがございます。
　そういうことで、先進国ではILOは人権を
守るスーパーバイザリー・マシーナリー、つ
まり国連の人権機関と同様に、人権条約の基
準が実施されているかを監視する機関として
のイメージが非常に強いのですが、実際に現
場での活動も増えております。
　残念ながら紛争はいまだあり、その紛争が
終結に向かう中では、ILOは平和の構築のた
めには基本的には仕事が必要と考え、そのた
めの活動を続けております。
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　カンボジアの復興援助　カンボジアの復興援助　カンボジアの復興援助　カンボジアの復興援助　カンボジアの復興援助

　最近私たちが大変大きな活動をしたのはカ
ンボジアの復興過程です。ここにいる若い方
たちは、カンボジアでいつ戦争があったのだ
ろうと思われるかもしれませんが、カンボジ
アが紛争後復興に入りましたのが1990年代
に入ってからです。ILOは3つの柱を立てて
援助しました。すべての人々に仕事を増や
す、あるいは仕事を持つということを中心に
したものです。一つは、日本語でいうと公共
事業ですが、人々の力で道路などのインフラ
を作ることです。世界の文化遺産になってい
るアンコールワットは皆さんご存知かもしれ
ませんが、その周りに400kmの道を作りまし
た。それはなかなか大変なことでして、地雷
が埋まっていましたので、地雷を撤去して、
村民の方に来ていただいて、男性も女性も平
等に1 日 1 ドルということで作業をしまし
た。日本のような立派な舗装道路ではなく簡
単な砂と砂利を敷いた道路ですが、村道を作
りました。二つめは、職業訓練制度の整備を
して、技能、技術を身につけてもらうこと。
三つ目は、民間の銀行づくりでした。国営銀
行がお金を借りたい民間の起業家にお金を貸
せなかったものですから、NGOが小規模クレ
ジットを事業を起こしたい人に貸していく、
という仕事をしました。修理工場ですとか、
小さなハンディクラフトを作る人々などに貸
し付け、何年かやっていくうちに結局そのＮ
GOが大きくなって、民間の銀行になってい
きました。
　皆さんに少しイメージを持っていただくた
めに、私たちがどういう仕事をしているかを
申し上げたのですが、私はこのカンボジアの
仕事が大好きで、今でもとても気に入ってい

る仕事の一つです。現在ではもう第2段階に
入りまして、村の人々を組織して道を作るこ
とはやっておりませんで、そこから一歩進ん
だ起業家支援ということで、零細起業の維持
と技術的支援をしながら、育成するという段
階にきています。現在、資金協力をして下
さっているのはスウェーデンで、実際にやっ
ていた人間がアフガニスタンに動いておりま
して、アフガニスタンで教育訓練の大きなプ
ロジェクトも担当して、日本政府と今お話を
していまして、おそらく協力をして下さるだ
ろうという段階に入っています。そして今や
まさにイラクがどうなるかという段階になっ
ております。

　　　　　「「「「「 仕仕仕仕仕 事事事事事 」」」」」 ととととと 「「「「「 平平平平平 和和和和和 」」」」」

　私が強調したいのは、平和というのは戦争
からのものをイメージしなくても、地域の中
で安定した状況をつくること、そのためには
「仕事」が基本的に重要なんだ、ということ
です。
　資料の中の「ILOの誕生」というところを
見ていただくとわかるのですが、ILOはたく
さんある国連機関の一つです。したがって
「国連ファミリー」の一員として仕事をして
いる。だから私どもは国連職員です。国連と
いうのは最近注目を浴びている安全保障理事
会の仕事だけではないということなんです
が、ILOは実は現在の国連よりもずっと早く
にできています。第一次世界大戦（1914～
1918）の終了後、ベルサイユ条約という大戦
終了後の世界秩序をつくるための条約ができ
ました。ILOはそのベルサイユ条約に基づい
てできた機関だったのです。第一次世界大戦
直後にできた機関ということからもわかりま
す通り、仕事というのは平和と大変結びつい
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ている、ということです。
　更に言いますと、第二次世界大戦の真っ最
中に、大戦後の世界秩序を考えておりました
アメリカに誘致をされて、日本ではまだ戦争
のさなかである1944年に、フィラデルフィ
アでILOの総会を開きました。ルーズベルト
大統領も出席されたのですが、その総会で
「フィラデルフィア宣言」というものができ
ました。このフィラデルフィア宣言は「どこ
にでもある貧困は平和の脅威である」という
ことを確認し、また「労働は商品ではない」
つまり、人々というのは物品と同じではない
ということを確認した宣言でもあります。こ
の宣言は国連憲章の礎になったものでもあり
まして、そういう意味ではILOは不幸な戦争
という時代を経て平和に移る時の、礎のひと
つの機関であるというように申し上げたいと
思います。
　皆さんは「仕事」と「平和」のどこに関係
があるだろう？と一瞬戸惑われるだろうと思
いますけれども、「人々が生きがいを持って
働き、生活をできる」という状況がなければ
平和は構築できない、ということをILOは表
しています。

　　　　　ILOILOILOILOILO と協同組合と協同組合と協同組合と協同組合と協同組合

　このILOが協同組合とも大変深い関わりを
もっております。ILOができました1919年の
初代の事務局長はICA（国際協同組合同盟）
の執行委員でした。ですから、ILOができた
時から、協同組合との関係をトップが個人的
にも持っていた機関でもあります。そのため
にILO 設立の翌年には協同組合部（当時は
局）というものが設置され、それ以来協同組
合の活動をやってきた、という歴史を持って

おります。もちろん協同組合については国連
機関の中ではILOだけでなく国連本体も取り
組んでおります。私は1984年から1988年に
国連の社会開発人道問題センターの職員でし
たが、そこで協同組合の問題も扱っておりま
した。そういう意味では、協同組合というの
は、市民の集まりという性格を持ったもので
あると同時に仕事ということも考えている組
織であり、国連とILOのような「仕事」の機
関が一緒になり、それからICAというNGOの
三者が共同して取り組んでいる国際的には非
常に面白い仕組みの事業だと言えると思いま
す。
　先ほど柴田さん（北海道庁）は、地域の中
でのNGOの方々の活発な動きを言っておりま
したが、私は国連職員ですので、皆さん方か
らはちょっと遠いかもしれませんが、世界で
どのような動きがあるのか、そしてその世界
の動きが皆さんの日常生活と離れたところに
あるのではなくて、皆さんもその世界の一員
としてその世界の中に否応なく巻き込まれる
し、そして世界の中の一員として受身ではな
く、世界を良くするために貢献できる主体者
でもある、というお話を申し上げたいと思っ
ております。

　グローバル化と拡大する格差グローバル化と拡大する格差グローバル化と拡大する格差グローバル化と拡大する格差グローバル化と拡大する格差

　皆さん自身にとっても今一番大きいのがグ
ローバル化のうねり、ということだと思いま
す。グローバル化というのは自分と関係ない
遠くにあるのではなくて、まさに皆が巻き込
まれている変革です。グローバル化というの
は1990年代から大変強くなった動きでして、
定義は省きますが、世界が小さくなり、人と
人との結びつき、あるいは国と国との結びつ
きが非常に強くなって、ひとりでは生きられ
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ない、ひとつの国だけでは生きることが難し
い、ということになりました。相互依存の世
界になったということが非常に重要で、自分
たちがひとりでは生きることができないん
だ、ということを認識する必要があると思い
ます。
　最近、テレビなどを見ますと世界のサミッ
トや経済人が集まるところで「グローバル化
反対」「グローバル化は人々のためになって
いない」とNGOが大反対をしていますので、
グローバル化というのは一般的に悪いことを
している、企業論理で動いている、と受け取
られているところもあります。しかし、グ
ローバル化というのは決して悪いことだけで
なく、やはりグローバル化したことによって
企業活動が活発化し、それによって仕事が増
え、それによって生活が改善し、例えば開発
途上国では劇的に貧困が減るという効果があ
りました。
　アジアでもマレーシアなどでは、国連で定
義しています貧困層「1日1ドル以下で暮ら
す人々」は、ほとんどいないという状況に
なっている。そういう劇的な変化というの
は、やはりグローバル化の中の企業活動に
よって仕事が生み出されたことにより生活が
改善したということが非常に大きいと思いま
す。
　しかしながら、いいことばかりはなくて、
やはりグローバル化がもたらした「負」とい
うものがあります。これが何かというと、貧
富の格差。貧しい人々が劇的に減った国も
あったのだけれども、まだまだ貧困層が世界
にたくさんいる、ということです。
　皆さん、1日1ドル以下で暮らしている人
の数を考えたことがありますか？1日1ドル
以下で暮らしている人は、世界で今、12億人
もいるのです。ということは世界人口の5人

に1人がそこに属するわけですね。そういう
膨大な貧困層がありながら、例えば私たち
日本人のひとり当たりGNPというのは、何万
ドルということになります。Win － Win シ
チュエーションにしたいとよく言いますが、
やはり勝敗が非常に厳しく出ている社会に
なっている。格差の大きい社会をグローバ
ル化が生み出している。NGOの方の言うこと
もひとつの真理がありまして、グローバル
化は経済の論理でしか動いていない、利潤
を拡大するという企業の理屈が前面に出て
きている。あるいはグローバル化の中で効
率だけを追いかける、そういう世界は結果
として貧富の格差を導き出し、そして不平
等の社会をつくっているということです。
　例えば、世界人口の2割が、世界のGDPの
9割を占める、という状況になっていて、世
界人口の最下層の2割の人は、世界のGDPの
1％しか占めていない、という状況なんです
ね。多国籍企業の大きなところ―日本でも
商社やトヨタなどが入りますが―の年間売
上高は、大体中進国並のGDPを持っている。
だから大きな多国籍企業は、タイや北欧諸
国に匹敵するくらいの年間の収入・生産高
を上げるというような時代になってきてい
る。
　こうした時代だからこそ、やはり経済と
いうのは経済のためにあるのではなくて、
人々のためにある。人間らしい枠組みとい
うのは何なのかということが問われる時代
になったと思います。
　今グローバル化の中での格差の問題はど
この国際機関でも大変大きな問題になって
いますが、ILOでも昨年の2月から「グロー
バル化の社会的側面に関する世界委員会」
をつくって、世界の識者の方にグローバル
化の中で、人々に関係して何が問題でどう
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いう青写真をこれから描かなければならない
か、ということを議論していただいていま
す。議長はタンザニアとフィンランドの現職
の大統領ですし、もちろんNGOの代表も入っ
ております。
　それからILOは国連機関ですが、政府だけ
の機関ではありませんで、経営者や働く人の
代表も入っていますので、この世界委員会に
は経営者の代表も働く人の代表も入っていま
すし、学者の方、例えばノーベル経済学賞を
一昨年受賞されましたコロンビア大学のス
ティグリッツ教授も入っております。この報
告書を今年の秋までには出したいと考えてお
ります。

　政府の役割の見直しと　政府の役割の見直しと　政府の役割の見直しと　政府の役割の見直しと　政府の役割の見直しと NG ON G ON G ON G ON G O がつ　がつ　がつ　がつ　がつ　
　くる国際世論　くる国際世論　くる国際世論　くる国際世論　くる国際世論

　グローバル化の中で大変に重要なのは、政
府の役割の見直し、ということだと思いま
す。一方では政府が「小さすぎる」という問
題があります。例えば地球温暖化を一つ考え
てみても、日本の政府だけでできるかという
とできないわけです。世界で協調しなければ
ならない。環境問題などのように政府が一国
でやるには大きすぎる問題がかなり出てきて
います。グローバル化というのはある面では
各国政府が協力してやらなければならない部
分が出てきています。同時に、もう一方でグ
ローバル化の中で人々の生き方や人間らしい
生活ということも問われてきていて、政府が
やるには「大きすぎる」、地域の問題も出て
きています。地域の問題ということを考えた
場合に、人々の力、とりもなおさずNGOの力
が重要になってきていると思います。
この市民社会の台頭というのは、先ほどもお
話があったかもしれませんが、国連機関の中

から見ますとやはり90年代以降の大変大き
な動きだということができると思います。国
連の中で90年代というのNGOの皆さんがと
ても関心のある課題を世界会議を開いて議論
した時代でもあります。例えば90年代の幕
開けに最初の皮切りをしましたのは子どもサ
ミットです。
　1990 年に「子どもサミット」がありまし
て、子どもたちの権利というものが初めて謳
われました。それまで子供たちというのは福
祉の対象であって、権利の対象ではありませ
んでした。子どもサミットが子どもの権利を
確認したのは、その前に「児童の権利条約」
ができたことが大変大きいのですが。それが
終わって93年にはリオの「環境サミット」が
ありました。ここでNGOが大結集をして、NGO
のターニングポイントとなったのです。その
NGOの招集者をしましたのがベラ・アブザッ
クというアメリカの大変パワフルな当時の国
会議員でした。それから94年には「人口会
議」。これはリプロダクティブ・ヘルスとい
う言葉で皆さんお聞きになっているかもしれ
ませんが、女性と健康の問題。更に「人権世
界会議」がありました。95年に北京の「女性
会議」がありまして、この協同組合やNGOに
大変関係のある「社会開発サミット」がコペ
ンハーゲンで開かれました。96 年はイスタ
ンブールで「ハビタットⅡ」という都市の居
住問題を考える会議が開かれました。
　90年代というのはNGOの関心が高い世界
会議が目白押しに開かれまして、それに呼応
して世界のNGOが協力をしてNGOフォーラム
をつくって世界会議に対して意見を言うとい
う力が非常に強くなりました。
　変な話なのですけれども、外交団が全てに
渡って準備できるわけではない。特に小さな
国の外交団というのは準備会合などはニュー
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ヨークでやりますので、ニューヨークにいる
外交官だけが任されるということになると、
安保理のようなところから女性の権利や子ど
もの問題など何でもやらなければならなくな
る。NGOがしっかりしているとNGOが政府の
意見が出ている文書の横に自分たちの意見を
載せて、両者が簡単に対比できる外交団はそ
れを読んで決めるということもあり、期せず
してNGOは非常にすばらしいロビー活動をや
ることになります。NGOが世論づくりという
意味でも非常に力をつけてきた時代だと思っ
ています。
　おそらく90年代にNGOが世界で結集でき
るようになった背景には、やはり地元で、地
域でNGOの方たちが地道に努力をした、その
成果が非常に大きいと思います。
　私は国連のNGO委員会に入って議論したこ
とがあるのですけれども、国連では経済社会
問題についてはNGOが「協議的地位」という
ものを持っていまして、例えばNGOが協議的
地位を持っていると国連が社会経済問題で出
す議題について協議にあづかるとか、国連の
会議で発言をできるとか、いうことがありま
す。もともとはそのようなNGOは世界的、少
なくとも国を超えた活動をしなければ国連の
NGOとして認知しないという基本政策があっ
たのですが、私がNGO委員会に参加したとき
には、開発途上国のNGOの方から「世界的な
活動というのは開発途上国のNGOにとっては
無理なんだ。自分の国でちゃんと活動してい
るNGOを国連は認知するべきだ。」という意
見も出て、最終的にはその主張が通りまし
て、今は一国で活動しているNGOの方にも国
連の経済社会理事会の協議の道が開けていま
す。更に、今や世界会議に参加するNGOの方
は、自分が参加した世界会議の議題に関連す
る国連の会議には出られるということにもな

りましたので、非常に多くのNGOの方が参加
するという状況になりました。

　市民社会組織と地域の力市民社会組織と地域の力市民社会組織と地域の力市民社会組織と地域の力市民社会組織と地域の力

　実際に地域で活動しているNGOの力が、地
域だけに止まらず、世界に発信もできるとい
う大きなうねりになって、国連の場にも出て
いる。だから、例えば今WHO の事務局長を
やっているブルトランドはノルウェーの首相
ですけれども、彼女たちが中心になって国連
のこれからのグローバル・ガバナンスを議論
した時にも問題になったのは、国連は政府機
関だけでいいのか、NGOは今のような形でな
くもっときちんとした形で参加ができないの
か、という点です。これはもちろん専門家の
方が議論をするとそういう意見が出る、とい
うことではありますが。そういう時代になっ
ているということは、実は、地域でいろいろ
な場面でNGOの方々が実際に大きな活動をし
ているという反映だと思います。私は2年前
に7年半ぶりに日本に帰ってきたのですけれ
ども地域で、活動している人々、NPOや NGO
が非常に強くなった、というのが強い印象で
す。私はこれからますます市民社会組織の役
割が大きくなっていくだろうと思っておりま
す。
　私はNPOやNGOといった市民社会組織に関
わる仕事をしたのは、皆さんから見ると少し
遠く思えるような国連の中での国際世論の形
成といったものですが、実はそのようなガイ
ドラインの形成が一つ一つ皆さんの活動に
帰ってくるわけですので、国際世論にまで
NGOが影響力を発揮するという時代に、もう
なってきていると言うことを申し上げたいと
思います。
　もう一つは、やはり地域のNGOの活動とい
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うのも大変重要です。例えば一番最初に私は
ILOは人権機関であるだけでなく開発援助機
関である、と申し上げましたが、カンボジア
で私たち国連機関と一緒にマイクロクレジッ
トの事業をやってくださっている方々という
のはほとんど地元のNGOです。
　先ほど世界で12億の人々が1日1ドル以下
で生活していると申し上げましたけれども、
その結果として子どもたちがたくさん働いて
います。ILOの条約で本来ならば15歳未満の
子どもたちというのは、学校に行くべきで
あって、働いてはいけないというのが国際基
準なんですけれども、しかしながら貧困によ
り働いている子どもたちが世界でおよそ2億
5千万人います。ILOでは、その子どもたち
を働く現場から引き離して、インフォーマル
の学校に行ってもらうんです。しかし、年齢
の違う子どもたちを一緒に授業するというの
は先生にとって大変なことだ、ということも
あり公立の学校はなかなか引き受けてくれま
せん。そこでほとんど N G O の協力でイン
フォーマルな学校でやっております。ILOは
今、児童労働をなくすための活動というもの
を世界でやっておりますけれども、8割以上
はNGOの方との協力で行っています。NGOの
方に子どもたちの学校にきてもらって教える
とか、あるいは子どもたちの健康診断をやる
とか、子どもたちが働かないような啓発活動
をするとか、NGOの活発な活動があります。
また最近では女性や子どもの人身売買という
のが世界的に大きな問題になっています。売
られないように予防措置をするとか、売られ
てしまって戻された子どもや女性をシェル
ターの中に保護して、その中で教育訓練を受
けて社会に戻っていく、そういう仕事をNGO
の方がやっております。仕事おこしというこ
とではないのかもしれませんが、まさに社会

貢献という意味での活動をしているNGOが世
界にはたくさんあります。

　人々の力と協同組合人々の力と協同組合人々の力と協同組合人々の力と協同組合人々の力と協同組合

　私は協同組合についてはいつも同じ話をす
るのですが、協同組合の力のすごさを感じた
のはパレスチナの難民キャンプの経験です。
私の国連職員時代、今思えばあの時代のパレ
スチナ問題というのは今よりずっと取り組み
やすい問題だったともいえるのですが、当時
はアパルトヘイト問題がほぼ解決しそうに
なっており、パレスチナ問題というのは本当
に大変だと思っていました。1988 年にパレ
スチナ難民キャンプを訪れましたが、第一次
インティファーダという難民キャンプの人々
の蜂起が起こっていました。その難民キャン
プで、パレスチナ難民の女性たちが協同組合
をつくって、自分たちで自立をしていまし
た。協同組合の中にはミシン縫製の職業訓練
をするところがあり、子どもたちの保育園が
あり、女性たちが働く工場があり、合わせて
パン焼き工場もあってお昼を出すというよう
な、非常に大きな協同組合の活動をしており
まして、私はその時に皆さんが力を合わせて
共通の目的でやるというのはやっぱり素晴ら
しいことだと思いました。さらに素晴らし
かったのは、そのパレスチナ難民の人たちが
つくったものをイギリスのデパートがちゃん
とした契約で買い取っていた。そういうフェ
アトレードというのでしょうか、販路も含め
てサスティナビリティー（持続可能性）を確
保していることでした。
　パレスチナ問題というのは第二次世界大戦
後すぐに国連に持ち込まれた問題で、パレス
チナ課ができましたのも1950年代になるか
ならないかという非常に早い段階でした。し
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たがってパレスチナの場合は難民キャンプと
いってもテントなどではなく、定着してイン
フラができている感じでやや難民と言う感じ
のイメージとは違うのですけれども。人々が
自発的に協力しながら自分たちができるもの
を探し、継続するための手段を見つけた。や
はり一人でやるよりも皆で力を合わせること
は大きな力を生むんだな、とその時初めて思
いました。
　その後私は日本に戻る前にILOはアジア太
平洋地域の責任者でありましたので、ほとん
どのアジアの国は訪れておりますけれども、
やはり協同組合あるいは協同組合に近い形で
人々が力を合わせて取り組むというのは素晴
らしい。起業家というのも一つの働き方なの
ですが、起業家はリスクがありますので、全
ての人がリスクを負ってできるということで
もない。ということでやはり働き方の多様な
選択肢の一つとして協同組合は貴重な働き方
を提供するものだと思っています。もちろん
協同組合だけではなくて本当に人々が何をや
りたいかによって働き方は多様にある、その
多様な働き方の一つとして協同組合は考える
必要があるのではないかと思っています。

　新しい協同組合勧告と新しい協同組合勧告と新しい協同組合勧告と新しい協同組合勧告と新しい協同組合勧告と
　　ディーセント　　ディーセント　　ディーセント　　ディーセント　　ディーセント・・・・・ワークの促進ワークの促進ワークの促進ワークの促進ワークの促進

　最後になりますが、ディーセント・ワーク
というのは、仕事を中心に据えた開発機関で
あるILOが現在目標にしている仕事のあり方
です。これは目標ですので、現在そこに到達
していない国がほとんどであります。ディー
セント・ワークについていうと、失業率が世
界的にも高いものですから、まず仕事がある
ことが重要だ、というのが基本です。ただ、
どんな仕事であってもいいということではな

くて、やはり働く人々の権利が守られる、例
えば平等原則を貫くことが重要です。そして
働く人々の保護。日本の場合は社会保障は全
員が適応されていますので、あまり頭にない
かも知れませんが、実は世界では2割の人し
か社会保障の適用を受けていないのです。だ
から失業したら失業保険は全くないし、病気
になっても医療保険はない。そのため仕事が
なかったら餓死するかもしれない。そういう
ことでやはり社会保障が必要だと我々は訴え
ています。それと社会対話がある。これは特
に企業の中の仕事でいえる事ですけれども、
経営者と労働者がちゃんと話し合うことが必
要です。そういった仕事、ディーセント・ワー
クを世界中で広めたいということで、現在活
動をしています。
　その活動の中で、最近、協同組合の見直し
をILOでは行いました。これは現代の変化の
時代を反映しています。なぜ協同組合の見直
しをILOが今行ったかといいますと、ILOで
は1966年に最初の協同組合を進めるための
勧告がありました。しかし、これは開発途上
国だけしか対象にしておらず、先進国は対象
外だったんですね。当時の状況から考えます
と、日本のようなGDPを高める企業活動、そ
ういった近代的な発展が国の発展のモデルと
一般的に考えられた時代でもありまして、先
進国はそういう近代化路線を歩んでいるとい
うことで協同組合は開発途上国の手段という
ことで考えられていた。それが、冷戦構造が
終わったあとで、大きな構造の変化の中で、
「雇用無き成長」と言われているくらい、雇
用の増え方が世界的に非常に少なくなってい
るんですね。同じ成長率があっても実は仕事
の増え方が従来に比べ少なくなっている、と
いう時代の中で、協同組合が仕事おこしの一
つとして重要だという認識になって、先進国
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にも適用する協同組合の勧告をというのが一
つ大きな変化です。
　もう一つの大きな変化は、私はパレスチナ
難民の協同組合に非常に感銘を受けたのです
が、一般的にはどうも感心しないという思い
を持ったのは、当時協同組合に向けての政府
の干渉が過度だったのですね。政府政策の中
にがっちり入っているというような感じで協
同組合が振興されていた。これは旧ソ連など
の中央計画経済体制をご覧になると非常にい
いと思いますけれども、政府があまり過度に
やるとやはり民間の活力がそがれる。これは
一般論で申し上げているわけですが。政府が
政策としての枠組みをつくった上で、協同組
合というのはもともと民間の組織ですので、
それが十分に力を発揮できるようにすること
が必要だと。ただ、あまりにも教条主義にな
り過ぎていたところがあったということがあ
りまして、昨年できたILOの新しい協同組合
の勧告では、政府の過度な介入を避けるとい
うことと民間の自治という原則を貫くという
のが大きな流れでございます。

　ジェンダーと　ジェンダーと　ジェンダーと　ジェンダーと　ジェンダーと　
　インフォーマル経済の視点から　インフォーマル経済の視点から　インフォーマル経済の視点から　インフォーマル経済の視点から　インフォーマル経済の視点から

　それから、この会場に女性の方がたくさん
おられますが、大変重要なことは、協同組合
の働き方は女性にとって大変重要で、ジェン
ダーの平等問題が今回の協同組合勧告の一つ
として盛り込まれています。今国連機関が
ジェンダーをいかに全ての政策・プログラム
の中に組み入れるか、というのは大変力を注
いでいるところですし（ジェンダーの主流
化）、私も実は駐日代表とあわせてジェン
ダー特別アドバイザーというのをやっており
まして、ジェンダー問題を全体として進めて

おります。協同組合の中でジェンダー平等と
いうのを入れているのと同時に、女性たちは
既製の組織から外されているということが結
構ありまして、それは残念なんですけれど
も、協同組合はそうした女性たちが力を発揮
している分野でもあると思っています。
この協同組合勧告ができたいきさつについて
更にもう一つ言いますと、日本では「働く」
というと企業で働くというのをイメージする
と思うのです。「ILOで働いています。」とい
うと皆さん何となくわかった気がするんです
けれども、実はわかっていないのですよね。
ではあなたはILOで何をしているのですか？
というとわからない。今まで日本はどうして
も企業社会なものですから、私は○○銀行に
勤めています、ということで通用していた。
ところで、世界的な傾向として、大企業では
なかなか雇用が増えない。雇用が増えている
のは中小、あるいはインフォーマル経済とい
う既製の法律の枠組みに入らないところであ
る、というところがあります。そういう既製
の枠組みにはまらないところが増えていく
と、働く人々が自分たちの権利を守れない
し、保護もないし、経営者と対等に交渉もで
きない、ということになるんですね。そうい
う意味で、今までの非常にカチッとした企業
の中で雇用が先進国でも増えなくなった、と
いう時代の中では人々が自らが自らを守ると
いう働き方が大変重要になってくると思いま
す。そういう意味で、協同組合の働き方は大
変重要だとILOは考えています。
　それに加えて、やはり人々が生きていると
ころというのは、自分たちの住んでいる町で
あり村であるわけでして、自分たちがその中
で生活をして、そこで生きていてよかったと
思えるようなそういう仕組みが必要です。そ
こでも協同組合というのは、地域を見据えた
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活動ができるという評価をしているわけでし
て、仕事おこし・まちづくりを考える時に、
企業も政府も重要だし、もちろんNPOの活動
も重要で、多様なアクターが集まっていかな
ければならないけれども、これから日本で考
えなければならないのは、今まで日本人の頭
の中になかった協同組合の働き方です。協同
組合というと農協や生協を思い出すのではな
くて、「働く」ということにも関係している
んだということを認めて、その多様なアク
ターの中の一つに私は付け加える必要がある
のではないかと思っています。
　今日は地域で活躍している活動現場を勉強
させていただくのを楽しみにしております。
どうもありがとうございました。


